
【取組概要】
文部科学省「派遣型高度人材育成協同プラン」に採択された「教育・研究レゾナンス連携協定に基づく人材養成プログラム」は、企業と山梨

大学が「教育・研究レゾナンス連携」協定を締結し、研究分野や企業活動等において中核的役割を果たす「高度専門人材」の育成を目的とす
ると同時に、企業と大学が相互に共鳴（レゾナンス）して、互いに高め合い、発展することを期すものです。

山梨大学
取組名称：「レゾナンス連携」協定に基づく人材育成

【成果等】
従来からの共同研究が担当教員の研究室で実施されていたのに対し、この協定に基づく共同研究では充分な基礎教育を受けた大学院生が

3カ月以上の期間企業に赴き研究を実施することに特徴があります。これまでの就業体験などを目的としたインターンシップとは異なり、教育と
研究による社会貢献が一体化した制度です。

これにより学生は、企業活動全体の中で自分の専門の位置づけを理解し、現実の中から問題設定を行ったりするなど、現実社会の中で必要
となる「能力」を養うことができます。一方企業では、現場で共同研究が実施されますので、これまで以上に効果的、効率的に研究を進めること
ができます。

◎担当教員は、大学院生の研究テーマ
を企業の開発テーマに近いものとする。

◎担当教員は、大学院生を通し企業の研
究開発に助言・参加する。

◎十分基礎教育を行った後、大学院生を企
業に派遣（3か月以上）する。

◎大学院生は、開発チームの一員として行
動し、開発現場での教育を受ける。

◎保険料、交通費は大学が負担する。
◎大学は、資格審査をした上で、締結企業

から社会人修士・博士を協定に基づき入
学金を免除して受け入れる。
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◎大学院生を開発チームの一員として受
け入れ、実践教育を施す。

◎担当教員、大学院生と共同して研究開
発を行う。

◎担当教員と山梨大学の制度に基づく共
同研究を実施するか、奨学金寄付金
を提供する。

◎社員を、協定に基づき社会人修士、博
士として派遣できる。
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最終評価結果 

（総合評価） Ａ：所期の計画と同等の取組が行われた 

コメント 

≪優れた点≫ 

１． 地域振興を目指す一環として、対象企業を中小企業主体とした、地域の特徴を踏まえた連携は、地域の

人材を育成するという地方大学として重要なミッションにマッチしたものと評価する。 

２． 企業との共同研究をテーマに組み込むインターンシップであり、履修者のインセンティブや企業側の評

価も高く、全体として有効裡に進められたと評価できる。 

≪改善を要する点≫ 

１． 企業との共同研究の中から修士論文のテーマを選定した方式は、上述の長所を有する反面、履修者の

人数が絞られ、拡大し難い短所がある。当学の強い無機材料関連を突破口に、今後他領域へのテーマの

拡大を図ることが履修者数及び対象企業数の各々の増加に繋がる。どう継続するかを含め、今後改善す

べきポイントである。 
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